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１．将来の積立金等月収倍率、行政経常収支率の推移について

貴市が策定した財政推計によると、計画最終年度である令和12年度における積立金等月収倍率は令和5年度

より低下し３か月未満（2.2か月）になるほか、行政経常収支率も令和5年度より上昇するものの10％未満

（9.1％）にとどまり、依然として積立低水準に該当する見通しとなっている。

２．積立金等月収倍率について

貴市においては、今後とも、下記「３．行政経常収支率について」のとおり企業誘致の取組み等により行政

経常収入が増加見込みである一方、財源不足等の状況が続くことから、積立金等残高は減少見込みであるため、

積立金等月収倍率は減少し、依然として3か月未満で推移する見通しである。

貴市では、第２次行政経営指針において、令和12年度に財政調整基金残高を標準財政規模の10％以上積み立

てることを目標とし、積立原資となる収支を獲得するため、下記「３．行政経常収支率について」記載の取組

みを行っており、一定の成果も見られる。

一方で、今後とも財源不足等により財政調整基金の取崩し自体は継続的に行わざるを得ない状況となってお

り、積立金等残高は令和9年度まで減少が続き、令和12年度時点では令和5年度より減少する見込みとなってい

る。

財源不足の背景としては、貴市における適正な人員数を確保するための定員管理指針により定員の増加を見

込んでいることや、労務単価が大幅に上昇していること等により、人件費の増加を見込んでいること等が考え

られる。

慢性的に積立金等残高が少ない状況が続いた場合、想定外の大きな支出（災害対応等）が発生した際の資金

繰りが厳しくなるおそれがある。健全な財政運営を継続していく観点から、財源確保及び歳出の抑制等により

積立原資となる収支をより多く確保し、また、財政調整基金等の取崩し額を減少させることで、資金繰り余力

としての積立金等残高をさらに向上させていくことが重要となる。

令和12年度における財政調整基金残高を標準財政規模の10％以上積み立てるという目標の達成等、安定的な

財政運営を推進していくことが望まれる。

３．行政経常収支率について

貴市では令和４年度に企業誘致基本方針を策定、官民連携型の企業誘致を進めており、現在複数の地区

で企業誘致に対する地権者の合意が得られ企業誘致に向けた協議が進められているほか、貴市の強みである北

総台地の強固な地盤を生かしたデータセンターの建設誘致にも成功している。また、保育所運営の民間委託に

向けた取組み等行政経営改革を進めており、収支ともに改善に向けた動きが見られる。

しかしながら、貴市は、今後、誘致したデータセンターの建設による固定資産税の増加等により行政経常収

入の増加を見込んでいるものの、上記「２．積立金等月収倍率について」記載のとおり人件費の増加等により

行政経常支出の増加も見込んでおり、行政経常収支の増加は限定的なものとなる見込みである。このため、積

立低水準の診断基準のひとつである10％未満から脱却するには至らず、資金繰り余力としての行政経常収支は

余力が少ない状況が続く見通しとなっている。

今後は、上述の企業誘致の取組みに加え、令和７年９月策定の「白井市第二次行政経営指針」に基づく

「多様な方法による収入の確保」に取り組み、より一層の収入増加を図ること、引き続き事業の見直しや統

廃合、民間委託、協働等を推進し支出削減も図ることにより、収支のさらなる改善に取り組んでいくことが

期待される。

また、その際は特定の収益源等に依存することなく、健全かつ安定的な財政基盤の整備を進めていくこと

が望まれる。
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